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●実施日（５月 25日）に登録及び注射が受けられない方へ
 　・第２回の登録及び注射を６月 15日（火）午後６時から午後７時までの間に役場前で行い
　　 ます。
 　・個人宅への注射の出張サービスは行っておりませんので、６月 15 日も注射を受けること
 　　ができない方は動物病院で接種するようにしてください。

 　●動物病院で注射を受けた場合
 　・病院で発行された「狂犬病予防注射済証」を持参のうえ、役場住民課衛生係までお越しく
　　 ださい。注射済票を交付いたします。（手数料 550円が必要です。）

 　●飼い犬の異動（譲渡や転入・死亡など）があった場合
 　・飼い犬が転入・死亡したり、飼い犬を譲ったりした場合には届け出が必要となります。
 　・異動があった場合は、衛生係までご連絡をお願いします。

■実施日 ５月25日（火）
　　　　　 時間・場所は右表のとおり

 ■料金　　　

　　登録料　　3,000円（新規登録のみ）

　　注射料等　3,240円

（つり銭のないようにお願いします）

狂犬病予防注射日程

狂犬病予防法により、犬の飼い主は、飼い犬に狂犬病の予防注射を

毎年 1回受けさせる義務があります。（子犬の場合は生後 91 日以降）

 お問い合わせ　役場住民課衛生係 電話 ３３－２１１１（内線43）

畜犬登録・狂犬病予防注射のお知らせ

実施場所 時間

日の出コミュニティ会館  ９時00分 ～ ９時30分

西栄コミュニティ会館  ９時45分 ～ 10時15分

除雪ステーション  10時30分 ～ 11時00分

東栄コミュニティ会館
※東会館から変更になります

 11時15分 ～ 11時40分

筑紫児童館あと  13時15分 ～ 14時00分

役場前  14時15分 ～ 15時45分

◆お問い合わせ　空知総合振興局深川道税事務所　０１６４－２３－３５７８

自動車税種別割の納期限は５月 31 日（月）です
※令和元年 10 月１日から「自動車税」は「自動車税種別割」に名称変更されています。

★★★ 自動車税種別割は、次の場所で納税できます ★★★

◆道内の金融機関、郵便局　◆総合振興局、道税事務所の窓口

◆主なコンビニエンスストア（セイコーマート、セブンイレブン、ローソンなど）

※インターネット上の専用サイト「Yahoo!公金支払い」からクレジットカード納税が利用できます！

■納税通知書は５月６日（木）に発送されています。

■自動車税種別割は、４月１日現在の登録に基づいて課税されます。

　住所が変わったときなどは、運輸支局で手続きが必要です。

■納税通知書が届かない、期限までの納付が困難な場合は下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ】役場総務課交通安全係　電話 ３３－２１１１（内線34） 

　町では、チャイルドシート着用の普及啓発を図り、子
どもの交通死傷事故を防止することを目的に、チャイル
ドシートを無料で貸し出しています。
　乳児用、幼児用、児童用の３種類を貸し出しています
ので、希望される方は事前に下記担当までご連絡くださ
い。
　なお、台数が限られているため、在庫の状況により、
貸し出しができない場合もございますので、あらかじめ
ご了承ください。

チャイルドシートの貸し出しについて

対象者  町内に住所を有し、臨時的にチャイルドシートが必要な方

申し込みに
必要なもの

 ・チャイルドシート等貸出申請書（役場総務課にあります）

・申請者の運転免許証、印鑑

貸出期間
 原則１年間

 但し、期間終了までに貸出継続申込書を提出することで１年間の延長が可能です。

貸 出 料
 無料

 但し、使用後はクリーニング店でシートの清掃処理を行ってから返却してください。

 　

　今年の夏に開催を予定していた秩父別とんでんまつり（同実行委員会主催）、キュービッ

クワンダーランドフェス in ちっぷべつ、ちっぷフェスティバル（同実行委員会主催）は、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止することに決定しました。

　それぞれのイベントに関するお問い合わせは下記まで。

〇とんでんまつりに関するお問い合わせ

　　とんでんまつり実行委員会

　　 （事務局：役場産業課商工・労働・観光係　電話３３－２１１１内線 64）

〇キュービックワンダーランドフェス in ちっぷべつに関するお問い合わせ

　　役場企画課企画・まちづくり係 （電話３３－２１１１内線 72）

〇ちっぷフェスティバルに関するお問い合わせ

　　ちっぷフェスティバル実行委員会

　　 （事務局：町商工会　電話３３－２４５９）

とんでんまつり・キュービックワンダーランドフェス・ちっぷ
フェスティバルの今年度の開催中止について

北海道新型コロナウイルス感染症　健康相談センター

　北海道では、新型コロナウイルスに感染した疑いのある方を診療体制の整った医療機関に確
実につなぐための「帰国者・接触者相談センター」と「感染症に関する一般相談」の電話番号
を全道で統一し、新たに「北海道新型コロナウイルス感染症　健康相談センター」としました。

０１２０－５０１－５０７（フリーダイヤル・24 時間）※感染症に関する一般相談

０１６４－２２－１４２１　　※平日の日中は深川保健所でも相談を受け付けます。


